
【新型コロナウイルス】クイーンズランド州がシドニー近郊のノーザンビーチを感染多発

地域に指定 

 

２０２０年１２月１８日 

在ブリスベン総領事館 

 

●１８日、ニューサウスウェールズ（ＮＳＷ）州シドニー近郊のノーザンビーチ地域におけ

る新型コロナウイルスの市中感染拡大に伴い、クイーンズランド（ＱＬＤ）州政府は、同地

区を感染多発地域（ホットスポット）に指定し、１２月１９日午前１時より入州制限を行う

こと等を発表しました。 

●また、同市中感染に関する接触者追跡調査の結果、ＱＬＤ州政府は以下の対象者に対し、

健康状態を観察し、何らかの症状がある場合には感染検査を受けると共に結果判明まで他

人との接触を避ける必要がある旨の公衆衛生上の注意喚起を発出しました。 

・１２月１６日午前９時３０分ブリスベン着のシドニー発ヴァージン航空 VA925 便搭乗

者 

・１２月１６日の午前１１時３０分以降に、ブリスベン郊外エイトマイルプレインズ地区

のグレン・ホテル（The Glen Hotel: 24 Gaskll St, Eight Mile Plains, QLD 4113）を利

用した者 

・その他の感染者が立ち寄った施設（ブリスベン空港国内線、レンタカー会社、病院、飲

食店、ホテル、感染検査場等）の利用者 

●更に、同ヴァージン航空 VA925 便の第７列～１１列搭乗客及び同日のグレンホテル・レス

トランでの濃厚接触者に対しては、州保健当局が接触を試みると共に、直ちに申告の上、感

染検査をし、１２月１６日から１４日間の自己隔離を行うことが求められています。 

 

１ 入州制限に関する発表 

ＮＳＷ州ノーザンビーチ地域の集団感染発生に伴い、州外からの旅行客及び州に戻るＱ

ＬＤ州民に対し以下を求める。 

（１）１２月１１日（金）以降にノーザンビーチ地域に滞在し、現在ＱＬＤ州にいる者は、

感染検査を受けると共にノーザンビーチを離れた日から１４日間、自宅又は宿泊施設で隔

離を行う必要がある。 

（２）１２月１１日（金）以降にノーザンビーチ地域に滞在し、１８日（金）以降にシドニ

ーから飛行機でＱＬＤ州に到着する者は、感染検査を受けると共にノーザンビーチを離れ

た日から１４日間、自宅又は宿泊施設で隔離を行わなければならない。 

（３）１２月１１日（金）以降にノーザンビーチ地域に滞在し、１９日（土）午前１時以降

にシドニーから飛行機でＱＬＤ州に到着する者は、到着日から１４日間、自己負担によりホ

テルで隔離を行い、感染検査を受けなければならない。 



 

本発表の内容については、以下の州政府ＨＰ（英文のみ）をご覧下さい。 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/urgent-covid-19-update 

 

２ 接触者追跡調査に伴う COVID-19 公衆衛生上の注意喚起 

ＱＬＤ州政府は以下の対象者に対し、健康状態を観察し、何らかの症状がある場合には感

染検査を受けると共に結果判明まで他人との接触を避ける必要がある旨の公衆衛生上の注

意喚起を発出しました。 

・１２月１６日午前９時３０分ブリスベン着のシドニー発ヴァージン航空 VA925 便搭乗

者 

・１２月１６日の午前１１時３０分以降に、ブリスベン郊外エイトマイルプレインズ地区

のグレン・ホテル（The Glen Hotel: 24 Gaskll St, Eight Mile Plains, QLD 4113）を利

用した者 

・その他の感染者が立ち寄った施設（ブリスベン空港国内線、レンタカー会社、病院、飲

食店、ホテル、感染検査場等）の利用者 

 

更に、同ヴァージン航空 VA925 便の第７列～１１列搭乗客及び同日のグレンホテル・レス

トランでの濃厚接触者に対しては、州保健当局が接触を試みると共に、直ちに申告の上、感

染検査をし、１２月１６日から１４日間の自己隔離を行うことが求められています。 

 

本発表の内容については、以下の州政府ＨＰ（英文のみ）をご覧下さい。 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/contact-tracing 

 

接触者追跡調査に伴う公衆衛生上の注意喚起の詳細は以下の州政府ＨＰ（英文のみ）をご覧

下さい。 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/contact-tracing 

 

ＮＳＷ州政府の公衆衛生上の勧告等については、以下のＮＳＷ州ＨＰ（英文のみ）をご覧下

さい。 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates 
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